
 
原子力損害賠償債権の消滅時効に関する弊社の考え方について 

 
平成 25年 2月 4日 

 
1．はじめに 
弊社福島第一原子力発電所における事故（以下「本件事故」といいます。）に

より、被害を受けられた方々への損害賠償について、弊社は、国のご支援をい

ただきながら、原子力損害賠償支援機構法を含めた原子力損害賠償制度のもと

で、公正かつ迅速な賠償を実施するよう努めておりますが、被害者の方々に一

日でも早く生活の再建、営業活動の再開をしていただけるよう、このたび変更

のご認定をいただいた特別事業計画に記載のとおり、これまで以上に、迅速・

公正に、かつ、個別のご事情を踏まえた賠償を徹底してまいります。 

 

2．消滅時効に関する問題と経緯 

(1)本件事故以降、弊社が仮払補償金をお支払いさせていただいた方（約 16 万 6

千人。主として避難指示等の対象となった方）のうち、弊社本賠償手続きにお

いてご請求いただいている方は、平成 24 年 12 月末時点で約 15 万人（請求率約

9割）となる見込みですが、いまだ約１割の方からはご請求をいただいておらず、

「直ちに請求することが困難な事情があるため、本件事故発生から 3 年経った

時点までに請求できず、支払を受けられないかもしれない。東電に請求した場

合、東電が消滅時効を主張してしまい、損害賠償が受けられなくなるのではな

いか」とのご不安をお持ちの方々もいらっしゃると認識しております。 

 

(2)また、この問題に関し、弊社は、福島県等から、時効援用の利益を放棄する

ことを含め、時効の問題に関し適切に対応するよう申し入れを受けました。ま

た、文部科学省から、消滅時効に関して柔軟な対応を行うことを被害者の方々

にお示しし、被害者の方々の危惧を最小限度にとどめるよう要請をいただいて

おります。 

 

(3)そこで、弊社といたしましては、本件事故による損害賠償のご請求について、

被害者の方々が極めて広範にわたること、現在もなお避難生活を余儀なくされ

ている方々が多数いらっしゃること、被害者の方々に公正かつ迅速な賠償を行

うことは弊社としての使命であることなどを踏まえ、従前から、時効が完成し

ても、直ちに時効を援用することは考えていないことを表明させていただいて

おりました。これに加え、このような状況を踏まえ、弊社は、民法第 146 条が



「時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。」と規定しており、弊社

は時効援用の利益をあらかじめ放棄することができないとされていることも考

慮しつつ、弊社として最大限可能な対応策を検討してまいりました。その結果、

本日、主務大臣よりご認定いただいた特別事業計画に係る変更申請にあたって、

下記 3．のとおり消滅時効に関する弊社の立場を表明させていただくとともに、

被害者の方々に速やかに賠償請求いただくための取り組み等について記載させ

ていただきました。 

 

3．弊社の考え方と対応方針 

 本日、主務大臣よりご認定頂いた特別事業計画において表明いたしました弊

社の消滅時効の問題に関する考え方及び対応方針（時効進行の起算点に関する

考え方、中断事由に関する考え方及び時効に関する柔軟な対応）については、

以下のとおりです。 

 

(1)消滅時効の起算点 

 弊社は、原子力損害賠償紛争審査会が定めた指針等を踏まえ、弊社の請求受

け付けの準備が整ったものから順次、損害賠償項目ごとに被害者の方々からの

ご請求を受け付けさせていただいております。このことからすれば、被害者の

方々が損害を現実に認識し、弊社に対して損害賠償を請求することが事実上可

能な状況となった時点は、弊社の「損害賠償請求の受付開始」の各時点である

ため、消滅時効の起算点は、それぞれの損害について、「弊社が中間指針等に基

づき賠償請求の受付をそれぞれ開始した時」と考えることができます。例えば、

政府の避難指示により発生した平成 23 年 4 月分の精神的損害については、弊社

が第 1期の請求受け付けを開始した 9月が時効の起算点となり、同年 10 月分の

精神的損害については、第 2 期（平成 23 年 9 月から 11 月まで）の請求受け付

けを開始した 12 月が時効の起算点となり、土地・建物等の財物賠償については

現時点で受け付けを開始していないことから（償却資産及び棚卸資産を除く。）、

時効は進行していないものと考えております。 

 

(2)時効の中断事由 

 また、従前、弊社は、仮払補償金をお支払いさせていただいた被害者の方々

（本件事故当時、避難等対象区域に居住し、又は同地域で事業をしている被害

者の方々）に対し、弊社に対する請求を促す各種のダイレクトメールや、損害

額を予め印字する等したご請求書を送付させていただいております。弊社がこ

れらを送付しご連絡させていただく行為は、民法上、消滅時効の進行を中断さ

せる「債務の承認」に該当すると解釈できます。そこで、弊社は、被害者の方々



が弊社からダイレクトメール等を受領された場合、当該ダイレクトメール等を

受領された時点から、再び新たな時効期間（3年間）が進行すると考えておりま

す。 

 今後、被害者の方々にダイレクトメール等を送付させていただく際、上記趣

旨を踏まえた記載とさせていただくことを考えております。 

 なお、このような時効の中断に関する考え方は、弊社が本件事故に伴う原子

力損害賠償債務についてその存在を認識していることが前提となりますので、

弊社が仮払補償金をお支払いした方々（本件事故当時、避難等対象区域に居住

し、又は同地域で事業をしていた被害者の方々）の損害賠償債務について適用

されるものと考えております。 

 

(3)柔軟な対応 

 さらに、上記に該当しない被害者の方々（本件事故当時、避難等対象区域に

居住していなかった方々、及び同地域で事業をしていなかった被害者の方々）

についても、時効の完成をもって一律に賠償請求をお断りすることは考えてお

らず、時効完成後も、ご請求者さまの個別のご事情を踏まえ、消滅時効に関し

て柔軟な対応を行わせていただきたいと考えております。 

 

4．今後の対応について 

 弊社といたしましては、引き続き、弊社本賠償手続きをご請求いただいてい

ない被害者の方々に対し、ご請求をお願いするダイレクトメールを送付したり、

戸別訪問を実施させていただくなど、より丁寧な情報発信を行って、円滑な賠

償のお支払いに万全を期し、被害者の方々が不利益を受ける事態が生じること

のないよう、真摯に対応してまいります。 

 
以 上 


